
平成１５年 ６月１８日
入札説明書

頁 条項 訂正前 訂正後

17 22(1)1)

施設整備費相当について、大学は供用開始から事業期間中
に、選定事業者に対し、事業契約書に定める額を年２回の
割賦方式により26回に分けて均等に支払う。
ア　【以下省略】

施設整備費相当について、大学は供用開始から事業期間中
に、選定事業者に対し、事業契約書に定める額を年２回の
割賦方式により26回に分けて支払う。なお、施設整備費相
当と施設費相当に係る消費税等の総額の各回の支払額は均
等とする。
ア　【以下省略】

入札金額等の算出方法及びサービス購入費の支払方法等

頁 条項 訂正前 訂正後

3 2(1)1)

　施設整備費相当は、施設建設に必要な一切の費用からな
る施設費相当と施設費相当を大学が割賦で支払うことに
よって必要な割賦金利からなるものとする。
　施設整備費相当は、完全に平準化され、毎支払時、同額
が支払われるものとする。
　割賦金利の算定にあたっては、元利金等支払を前提とす
る支払金利によって算出し、支払金利は基準金利と入札参
加者の提案による利回り格差（スプレッド）の合計とす
る。
　基準金利は午前10時現在の東京スワップレファレンス
レート（ＴＳＲ）としてTelerate17143ページに掲示されて
いる６か月LIBORベース１０年物（円/円）金利スワップ
レートとする。なお、提案書類の提出時に使用する基準金
利の基準日は、平成１５年６月２６日とする。なお、金利
の固定は、落札者決定の日もって行うものとする。

　施設整備費相当は、施設建設に必要な一切の費用からな
る施設費相当と施設費相当を大学が割賦で支払うことに
よって必要な割賦金利からなるものとする。
　割賦金利の算定にあたっては、元利金等支払を前提とす
る支払金利によって算出し、支払金利は基準金利と入札参
加者の提案による利回り格差（スプレッド）の合計とす
る。
　基準金利は午前10時現在の東京スワップレファレンス
レート（ＴＳＲ）としてTelerate17143ページに掲示されて
いる６か月LIBORベース１０年物（円/円）金利スワップ
レートとする。なお、提案書類の提出時に使用する基準金
利の基準日は、平成１５年６月２６日とする。なお、金利
の固定は、落札者決定の日もって行うものとする。

3 2(2)1)ア

施設整備費相当の支払方法
大学は２（１）で算出された施設整備費相当について、維
持管理開始後から事業期間終了までの間に、平成17年10月
を第1回とし平成30年4月を最終回とする、年2回・全26回に
分けて支払うものとする。なお、各回の支払額は均等とす
る。

施設整備費相当及び施設費相当に係る消費税等の支払方法
大学は２（１）で算出された施設整備費相当及び施設費相
当に係る消費税等の総額について、維持管理開始後から維
持管理期間終了までの間に、平成17年10月を第1回とし平成
30年4月を最終回とする、年2回・全26回に分けて支払うも
のとする。なお、施設整備費相当と施設費相当に係る消費
税等の総額の各回の支払額は均等とする。

3 2(2)1)イ

維持管理費等相当の支払方法
大学は、選定事業者の維持管理業務の実施状況を定期的に
モニタリングし、要求水準が満たされていることを確認し
た上で、２（１）で算出された維持管理費等相当につい
て、維持管理業務の開始後から事業期間終了までの間に、
平成17年10月を第1回とし平成30年4月最終回とする年2回・
全26回に分けて支払うものとする。なお、各回の支払額は
均等とする。

維持管理等相当及び維持管理費等相当に係る消費税等の支
払方法
大学は、選定事業者の維持管理業務等の実施状況を定期的
にモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認
した上で、２（１）で算出された維持管理費等相当及び維
持管理費等相当に係る消費税等の総額について、維持管理
業務の開始後から維持管理期間終了までの間に、平成17年
10月を第1回とし平成30年4月最終回とする年2回・全26回に
分けて支払うものとする。なお、維持管理費等相当と維持
管理費等相当に係る消費税等の総額の各回の支払額は原則
として均等とする。ただし、2)イの規定に従い維持管理費
等相当の減額措置が取られた場合には、維持管理費等相当
に係る消費税相当額から、維持管理費等相当の減額措置の
１００分の５に相当する金額を減額する。

3 2(2)1)ウ －
この項を全て削除

5
2(2)2)サービ
ス購入費の構
成イメージ図

維持管理費等相当（定額）

施設整備費相当（定額）

維持管理費等相当＋維持管理費等相当に係る消費税等
                 　（各回定額）

施設整備費相当＋施設費相当に係る消費税等
　　　　　　　　　　（各回定額）
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「資金調達計
画等に係る提
案書」の作成
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－ 別紙と差し替え

消費税の取扱いその他に関する入札説明書等の訂正表
東京大学（駒場Ⅱ）駒場オープンラボラトリー施設整備事業
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事業契約書(案）

頁 条項 訂正前 訂正後

42 2(1)

施設整備費相当
　施設整備費相当は、施設建設に必要な一切の費用からな
る施設費相当と施設費相当を大学が割賦で支払うことに
よって必要な割賦金利からなるものとする。
　施設整備費相当は、完全に平準化され、毎支払時、同額
が支払われるものとする。
　割賦金利の算定にあたっては、元利金等支払を前提とす
る支払金利によって算出し、支払金利は基準金利と入札参
加者の提案による利回り格差（スプレッド）の合計とす
る。
　基準金利は午前10時現在の東京スワップレファレンス
レート（ＴＳＲ）としてTelerate17143ページに掲示されて
いる６か月LIBORベース１０年物（円/円）金利スワップ
レートとする。なお、提案書類の提出時に使用する基準金
利の基準日は、平成１５年６月２６日とする。なお、金利
の固定は、落札者決定の日もって行うものとする。

施設整備費相当
　施設整備費相当は、施設建設に必要な一切の費用からな
る施設費相当と施設費相当を大学が割賦で支払うことに
よって必要な割賦金利からなるものとする。
　割賦金利の算定にあたっては、元利金等支払を前提とす
る支払金利によって算出し、支払金利は基準金利と入札参
加者の提案による利回り格差（スプレッド）の合計とす
る。
　基準金利は午前10時現在の東京スワップレファレンス
レート（ＴＳＲ）としてTelerate17143ページに掲示されて
いる６か月LIBORベース１０年物（円/円）金利スワップ
レートとする。なお、提案書類の提出時に使用する基準金
利の基準日は、平成１５年６月２６日とする。なお、金利
の固定は、落札者決定の日もって行うものとする。

42 2(2)1)ア

施設整備費相当の支払方法
大学は２（１）で算出された施設整備費相当について、維
持管理開始後から事業期間終了までの間に、平成17年10月
を第1回とし平成30年4月を最終回とする、年2回・全26回に
分けて支払うものとする。なお、各回の支払額は均等とす
る。

施設整備費相当及び施設費相当に係る消費税等の支払方法
大学は２（１）で算出された施設整備費相当及び施設費相
当に係る消費税等の総額について、維持管理開始後から維
持管理期間終了までの間に、平成17年10月を第1回とし平成
30年4月を最終回とする、年2回・全26回に分けて支払うも
のとする。なお、施設整備費相当と施設費相当に係る消費
税等の総額の各回の支払額は均等とする。

42 2(2)1)イ

維持管理費等相当の支払方法
大学は、選定事業者の維持管理業務の実施状況を定期的に
モニタリングし、要求水準が満たされていることを確認し
た上で、２（１）で算出された維持管理費等相当につい
て、維持管理業務の開始後から事業期間終了までの間に、
平成17年10月を第1回とし平成30年4月最終回とする年2回・
全26回に分けて支払うものとする。なお、各回の支払額は
均等とする。

維持管理等相当及び維持管理費等相当に係る消費税等の支
払方法
大学は、事業者の維持管理業務の実施状況を定期的にモニ
タリングし、要求水準が満たされていることを確認した上
で、２（１）で算出された維持管理費等相当及び維持管理
費等相当に係る消費税等の総額について、維持管理業務等
の開始後から維持管理期間終了までの間に、平成17年10月
を第1回とし平成30年4月最終回とする年2回・全26回に分け
て支払うものとする。なお、維持管理費等相当と維持管理
費等相当に係る消費税等の総額の各回の支払額は原則とし
て均等とする。ただし、2)イの規定に従い維持管理費等相
当の減額措置が取られた場合には、維持管理費等相当に係
る消費税相当額から、維持管理費等相当の減額措置の１０
０分の５に相当する金額を減額する。

42 2(2)1)ウ －
この項を全て削除

44
2(2)2)サービ
ス購入費の構
成イメージ図

維持管理費等相当（定額）

施設整備費相当（定額）

維持管理費等相当＋維持管理費等相当に係る消費税等
                 　（各回定額）

施設整備費相当＋施設費相当に係る消費税等
　　　　　　　　　　（各回定額）

50

別紙９
4(4)

減額ポイント
の支払額への

反映

モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事
業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に
際しては、6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に
従って維持管理業務等にかかる対象業務のサービス購入費
の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当月の支
払額を事業者に通知する。（減額ポイントは対象業務ごと
に計算し、減額も対象業務ごとに行う。）

モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事
業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に
際しては、6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に
従って維持管理業務等にかかる対象業務のサービス購入費
の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当月の支
払額を事業者に通知する。（減額ポイントは対象業務ごと
に計算し、減額も対象業務ごとに行う。）なお、当該6ヶ月
間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリング
にのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に関わ
らず、次の6ヶ月の期間に持ち越して減額ポイントの積算を
行わないものとする。

51

別紙９
＜モニタリン
グ及びサービ
ス購入費の減
額の流れ＞

－ 別紙と差し替え

※平成15年5月14日に公表しました「入札説明書等に関する質問回答（1回目）追加回答」にて「大学からの支払は、施設整備費相当、消費
税相当、維持管理費等相当を26回にわたり均等に支払います。」と回答しておりますが、施設整備費相当、消費税相当、維持管理費等相当
の総額を均等に支払うという趣旨ですのでご留意下さい。
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＜様式５３-２＞  登録受付番号（   ） 
 長期事業収支計画表（その２）  
 資金収支計算書 （千円）  

 
                         年 度 
項 目  

H15 H16 H17 ～ H27 H28 H29 合計   

 資金調達           

  出資金           
  借入金           
  税引後当期利益           
  割賦売掛金取り崩し           
  減価償却費           
  その他           
              
              
 資金需要           
  投資           
   本事業に係る投資           
               
               
  税引後当期損失           
  借入金返済           
  配当金           
  その他           
              

              

 資金過不足           

 期末累積資金残高           

 借入金残高  

 期首残高           

 借入額           
  金融機関Ａ           

             
 返済額           
  金融機関Ａ           
             
 期末残高           
 ＤＳＣＲ           

 ＬＬＣＲ           

 資本の部  

 資本の部計           

   資本金           
   法定準備金           

   剰余金           

 消費税処理  

 消費税納付額・還付額計           

  課税売上           

  課税仕入           

  仮受消費税           

  仮払消費税           

  納付消費税           

  還付消費税           

 消費税納付後の資金過不足           

 消費税納付後の期末累積資金残高           

 国(大学)の支出額  

 大学の支出額計  －  －         
  大学の支払う対価  －  －      Ａ   
   施設整備費相当        Ｂ   
    施設費相当  －  －      Ｄ   
    割賦金利  －  －      Ｅ   
   維持管理費等相当  －  －      Ｃ   
  消費税  －  －         
   施設費相当に対する消費税等  －  －         
   維持管理費等相当に対する消費税等  －  －         
  

◆ １ Ａ３版１枚で作成し、Ａ４版に折り込んでください。 
 ２ 本様式の作成にあたっては、後段の「作成にあたっての注意事項」にしたがってください。 



 75

「資金調達計画等に係る提案書」の作成にあたっての注意事項 
 

＜様式５２＞ 資金調達計画 
（事業費の調達） 

１ 出資者および資金調達先（金融機関等）ごとの内訳がわかるように記入し、現在検討している資金調達

先（金融機関等（社債においては受託会社等を含む））の名称、社債内容等を記入してください。 

２ 金融機関等の名称は、同意書または関心表明書等を提出した者を必ず含み、これ以外の金融機関等の名

称については、提案書の提出時点で決定または想定しているものについて可能な限り記入してください。 

（外部借入等） 

３ 金融機関等が同一であっても、借入条件が異なる場合には区分して記入してください。備考欄には、担

保設定に関する条件や調達した資金の使途などを記入してください。 

４ 資金調達先の金融機関等から同意書または関心表明書等を取得している場合、その写しを＜様式５９＞

に添付してください。 

 

＜様式５３-１～２＞ 長期事業収支計画表（その１）（その２） 

（共通事項） 

１ 単位は、千円としてください。 

２ 各年度は４月から翌３月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記入してください。（ただ

し、＜様式５３－２＞については、消費税関係を記載する箇所がありますので注意してください。） 

３ 本様式は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌを使用して作成し、そのデーター（計算式を含む）が保存さ

れている３.５インチフロッピーディスクも提出してください。 

（損益計算書） 

４ 平成１７年度の支払いは１０月（平成１５年度の上半期分）の１回、平成１８年度～平成２９年度の支

払いは４月（平成１７年度～平成２８年度の各年度の下半期分）と１０月（平成１８年度～平成２９年

度の各年度の上半期分）の各２回、平成３０年度の支払いは４月（平成２９年度の上半期分）の１回と

なりますので注意してください。 

 （※予算ベースや対象年度ではなく、支払い実施年度月次での記入としていますので注意してくださ

い。） 

（資金収支計算書） 

５ 「消費税処理」には、事業者（特別目的会社）の消費税の処理について記載してください。作成に当た

っては、「大学の支出額計」「施設整備費相当と施設整備相当に係る消費税等の合計」「維持管理費等

相当と維持管理費等相当に係る消費税等の合計」の各回ごとの支払金額は、完全に平準化して同額とす

ることに留意してください。また、処理後の資金過不足、期末累計資金残高についても記載してくださ

い。 

（国（大学）の支出額） 

６ 「国（大学）の支出額」の各項目のうち「大学の支出額計」「施設整備費相当と施設整備費相当に係る

消費税等の合計（合計を記載する欄はありませんがチェックをしてください。）」「維持管理費等相当

と維持管理費等相当に係る消費税の合計（合計を記載する欄はありませんがチェックをしてくださ

い。）」の各回ごとの支払い金額は、完全に平準化して同額としてください。平成１７年度の支払いは

１０月（平成１７年度の上半期分）の１回、平成１８年度～平成２９年度の支払いは４月（平成１７年

度～平成２８年度の各年度の下半期分）と１０月（平成１８年度～平成２９年度の各年度の上半期分）

の各２回、平成３０年度の支払いは４月（平成２９年度の上半期分）の１回となりますので注意してく

ださい。 

 （※予算ベースや対象年度ではなく、支払い実施年度月次での記入としていますので注意してくださ

い。） 

７ 「消費税」「施設費相当に対する消費税等」「維持管理費等相当に対する消費税等」の算出に使用する

消費税率は５％としてください。 
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＜様式５４＞入札金額内訳書（施設整備費相当の内訳書） 

１ 各項目の単位は、円としてください。 

２ 消費税及び物価変動を考慮しない金額を記入してください。 

３ 大学への所有権移転に伴う費用のうち、不動産取得税については非課税扱いとしてください。ただし、

入札参加者は、必要に応じて県税事務所又は総務省自治税務局都道府県税課に問い合わせてください。 

４ また、登録免許税も非課税としてください。 

 

＜様式５５＞入札金額内訳書（施設整備費相当のうち建設工事費の項目別内訳書） 

１ 各項目の単位は、円としてください。 

２ 消費税及び物価変動を考慮しない金額を記入してください。 

 

＜様式５６＞入札金額内訳書（維持管理費等相当の内訳書） 

１ 各項目の単位は、円としてください。 

２ 消費税及び物価変動を考慮しない金額を記入してください。 

 

＜様式５７＞入札金額内訳書（維持管理費等相当の年度計画の内訳書） 

１ 各項目の単位は、円としてください。 

２ 各年度は４月から翌３月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記入してください。 

３ 本様式は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌを使用して作成し、そのデーター（計算式を含む）が保存さ

れている３.５インチフロッピーディスクも提出してください。 

４ 「入札金額内訳書（維持管理費等相当の年度計画の内訳書）」の各項目のうち「総合計」の各回ごとの

支払い金額は、完全に平準化して同額としてください。平成１７年度の支払いは１０月（平成１７年度

の上半期分）の１回、平成１８年度～平成２９年度の支払いは４月（平成１７年度～平成２８年度の各

年度の下半期分）と１０月（平成１８年度～平成２９年度の各年度の上半期分）の各２回、平成３０年

度の支払いは４月（平成２９年度の上半期分）の１回となりますので注意してください。 

 （※予算ベースや対象年度ではなく、支払い実施年度月次での記入としていますので注意してくださ

い。） 

 

＜様式５８＞ 資金調達スキーム（枠組） 

１ 特にありません。 

 

＜様式５９＞同意書または関心表明書 

１ 特にありません。 

 

＜様式５２＞～＜様式５９＞ 

１ 入札書の「入札金額」と「Ａ」の値は、一致させてください。 

２ 各様式中の「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」「Ｆ」の値は、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」「Ｆ」そ

れぞれ同士で一致させてください。 

３ 施設費相当を大学が割賦で支払うのに必要な割賦金利の算定に使用する基準金利は午前10時現在の東京

スワップレファレンスレート（ＴＳＲ）としてTelerate17143ページに掲示されている６か月LIBORベース

１０年物（円/円）金利スワップレートとします。なお、提案書類の提出時に使用する基準金利の基準日

は、平成１５年６月２６日とします。（なお、金利の固定は、落札者決定の日もって行うものとしま

す。） 

 
 


